
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆年休付与日数の計算方法 

 パート等シフト制労働者の年休付与日数について、

厚生労働省のリーフレットでは「所定労働日数、労働

時間数に応じて年次有給休暇を取得することができ

ます」とありますが、所定労働日数の判断が難しく実

務に支障をきたす等のケースがありました。 

 そのため、政府の規制改革推進会議にて、例えば、

雇入れ日から６カ月経過後の付与日数については、過

去６カ月の労働日数の実績を２倍したものを「１年間

の所定労働日数」とみなして判断することを認めると

いった見直しが検討されています。 

 

◆年休取得時の賃金の算定方法 

 年休取得時の賃金の算定方法についても「平均賃金

方式」「通常賃金支払方式」などがあり、いずれを選択

するかにより計算式上賃金が大きく減額されること

があるとして、明確化が求められていました。 

 同会議の中間答申によれば、「時間によつて定めら

れた賃金については、その金額にその日の所定労働時

間数を乗じた金額」…が参照されることを、「都道府県

労働局への通達や厚生労働省ウェブサイト等におい

て明確化し、広く周知する」、また「労働政策審議会に

おいて検討し、結論を得次第、速やかに所要の措置を

講ずる」とされています。 

 

◆年休取得率の向上 

 さらに、労働者や使用者などからの意見聴取の結果

を踏まえ、「都道府県労働局へ通達の発出や厚生労働

省ウェブサイト等による周知など、シフト制労働者が

年次有給休暇を適正かつ円滑に取得できるよう必要

な措置を講ずる」とされています。 

 今後の動向をチェックしておきましょう。 

 

 

 

【参考】 

規制改革推進に関する答申等 

https://www8.cao.go.jp/kisei-

kaikaku/kisei/publication/p_report.html 

 

いわゆる「シフト制」について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html 

 

 

 
 
所得税基本通達の改正により、４月から企業が従業

員へ提供する食事補助（現物支給） の非課税限度額が

月額 3,500円から 7,500円に引き上げられます。昭和

59 年の制度創設から 40 年以上据え置かれていました

が、近年の物価上昇を受け、見直されることになりま

した。 

 

◆食事補助とは？ 

食事補助は、従業員に対する福利厚生の一つです。

企業が購入した弁当を支給したり社員食堂で食事を

支給したりするほかに、設置型社食、食事チケットや

カードを支給する方法などがあります。 

従業員満足度の向上や健康維持、離職率の低下とい

った効果があるとして、注目されています。 

 

シフト制労働者の年休取得に関する 

見直しが検討されています 

４月から食事補助の非課税限度額が

7,500 円に引上げへ 
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◆非課税となる要件 

従業員に支給する食事は、次の２つの要件をどちら

も満たしていれば、給与として課税されません。 

① 従業員が食事価額の 50％以上を負担している

こと 

② 企業の負担額が月額7,500円（税抜）（現行3,500

円）以下であること 

 

◆深夜勤務や残業の取扱い 

 深夜勤務（22時から翌５時）に伴い従業員へ支給す

る夜食代の非課税限度額についても、１回の支給額が

現行の 300円以下から 650円以下に引き上げられます。 

 なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事

は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよい

ことになっています。 

 

 福利厚生制度の充実は、賃上げに代わる待遇改善と

して従業員から喜ばれる一方、企業は経費計上するこ

とで結果的に法人税を節税でき、双方にメリットがあ

ります。この機会に導入を検討してみてはいかがでし

ょうか。 

 

 
【参考】 

食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げに

ついて（国税庁） 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/ind

ex.htm 

 

タックスアンサーNo.2594 食事を支給したとき（国税庁） 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ge

nsen/2594.htm 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

15 日 

○ 給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出

［市区町村］ 

 

30 日 

○ 預金管理状況報告の提出［労働基準監督署］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、１月～

３月分＞［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 公益法人等の法人住民税均等割の申告納付［都道

府県・市町村］ 

○ 固定資産税・都市計画税の納付＜第 1 期＞［郵便

局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

 

・土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧期

間 

（4 月 1 日から 20 日または第 1 期目の納期限までの

いずれか遅い日以降の日までの期間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


